
防官文第２５５３号
１ ３ ． ３ ． ３ ０

改正 防官文第２６６３号
１ ４ ． ３ ． ２ ７

改正 防官文第６９１９号
１ ４ ． ８ ． ９

改正 防官文第８２７３号
１ ４ ． ９ ． ３ ０

改正 防官文第９１４７号
１４．１０．３１

改正 防官文第２９６７号
１ ５ ． ３ ． ２ ６

改正 防官文第２５２５号
１ ７ ． ３ ． ３ ０

改正 防官文第２２３８号
１ ８ ． ３ ． ２ ４

改正 防官文第７５７９号
１ ８ ． ７ ． ３ １

改正 防官文第１１７５４号
１８．１２．２８

改正 防官文第８０７０号
１ ９ ． ８ ． ２ ７

改正 防官文第３６５１号
２ ０ ． ３ ． ２ ５

改正 防官文第５５７３号
２ ０ ． ４ ． ３ ０

改正 防官文第９２４７号
２ １ ． ７ ． ３ １

改正 防官文第４１０６号
２ ３ ． ４ ． １

改正 防官文第１０５７２号
２ ３ ． ９ ． １

改正 防官文第１７２４号
２ ５ ． ２ ． １ ５

改正 防官文第１８１３７号
２６．１２．１０

改正 防官文（事）第１８号
２ ７ ． １ ０ ． １

改正 防官文（事）第３２２号
２ ９ ． ８ ． ３ １

改正 防官文（事）第３５６号
２ ９ ． ９ ． ２ ９

改正 防官文（事）第１０４号
令和２年３月２４日

改正 防官文（事）第１４８号
令和２年３月３０日

改正 防官文第３７４号
令和２年９月１５日

改正 防官文第４４１３号
令和４年３月１６日

改正 防官文第６３１７号
令和４年３月３１日



大 臣 官 房 長
各 局 長
施設等機関の長
各 幕 僚 長 殿
情 報 本 部 長
防 衛 監 察 監
各地方防衛局長

事務次官

行政機関の保有する情報の公開に関する法律、行政機関の保有する情報の公

開に関する法律施行令及び防衛省本省の情報公開に関する訓令の施行につい

て（通達）

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。以下「法」と

いう。）、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成１２年政令第４１号。

第２３において「政令」という。）及び防衛省の情報公開に関する訓令（平成１３年防衛

庁訓令第３９号。以下「訓令」という。）が、平成１３年４月１日から施行されることと

なったので、その運用に当たっては、下記事項に留意の上、その適正な実施に遺漏のない

よう措置されたい。

記

第１ 防衛省情報公開管理者及び防衛省情報公開室等

１ 防衛省情報公開管理者は、防衛省本省としての情報公開業務が整合性を持って整然

と実施できるよう必要な措置を講ずるものとする。

２ 防衛省情報公開室は、情報公開に係る事務の総合調整を行うとともに、必要に応じ、

官房各局、機関又は地方防衛局等（地方防衛局及び地方防衛支局をいう。以下同じ。）

の関係部局に対し、審査基準に関する解釈及び同基準の事案への適正な適用に係る指

示を行うものとする。

３ 地方防衛局等情報公開室は、地方防衛局等における情報公開に係る事務の総合調整

を行うとともに、必要に応じ、地方防衛局等内の関係部局に対し、審査基準に関する

解釈及び同基準の事案への適正な適用に係る指示を行うものとする。

第２ 機関等情報公開責任者及び機関等情報公開課室

１ 機関等情報公開責任者は、各機関等における情報公開事務が整合性を持って整然と

実施できるよう必要な措置を講ずるものとする。

２ 機関等情報公開責任者の情報公開に関する前項の事務を補佐し、機関等における情



報公開に係る事務の総合調整を行う課、室又はこれらに準ずるものを「機関等情報公

開課室」という。

３ 各機関等における機関等情報公開課室は、次の表の右欄に掲げる課、室又はこれら

に準ずるものとする。

機関等 課、室又はこれらに準ずるもの

防衛大学校 防衛大学校総務部総務課

防衛医科大学校 防衛医科大学校事務局総務部総務課

防衛研究所 防衛研究所企画部総務課

統合幕僚監部（自衛隊サイバー防衛隊を含 統合幕僚監部総務部総務課

む。）

陸上自衛隊（自衛隊情報保全隊、自衛隊体 陸上幕僚監部監理部総務課行政文書管理

育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監 室

督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方

協力本部を含む。）

海上自衛隊（海上幕僚長の監督を受ける自 海上幕僚監部総務部総務課行政文書管理

衛隊地区病院を含む。） 室

航空自衛隊（航空幕僚長の監督を受ける自 航空幕僚監部総務部総務課情報公開・個

衛隊地区病院を含む。） 人情報保護室

情報本部 情報本部総務部

防衛監察本部 防衛監察本部総務課

第３ 開示責任者及び開示担当課室

所掌事務に応じて個別の行政文書の開示等決定（移送、意見書提出の機会付与、開

示決定等、開示決定等期限の延長、開示決定等期限の特例及び開示手数料の減額又は

免除に関する決定をいう。以下同じ。）につき防衛大臣を補佐する官房各局の長、統

合幕僚監部総括官（以下「統幕総括官」という。）及び地方防衛局長等（地方防衛局

長及び地方防衛支局長をいう。以下同じ。）を補佐する地方防衛局等の各部等（地方

防衛局の各部及び地方防衛支局の各課（これらに準ずるものを含む。）をいう。以下

同じ。）の長（以下「開示責任者」という。）並びに所掌事務に応じて開示等決定の

実務を行う課、室又はこれらに準ずるもの（以下「開示担当課室」という。）は、法

の趣旨を踏まえ、適切な開示等決定がなされるよう努めるものとする。

第４ 開示等決定に係る機関等情報公開責任者の補佐

個別の行政文書の開示等決定に係る事務について機関等情報公開責任者を補佐する

部局（以下「機関等開示担当課室」という。）は、法の趣旨を踏まえ、開示等決定に

係る事務が適切に執行されるよう努めるものとする。



第４の２ 情報公開実施担当者

１ 文書管理者（防衛省行政文書管理規則（平成２３年防衛省訓令第１５号）第７

条に規定する文書管理者をいう。以下同じ。）は、あらかじめ情報公開実施担当

者を指名し、開示請求された行政文書の探索、特定、明認作業等の当該開示請求

に係る事務を行わせるものとする。

２ 官房各局の長、機関等情報公開責任者及び地方防衛局長等は、情報公開実施担

当者の名簿を作成するものとする。

第５ 情報提供

１ 防衛省情報公開室及び地方防衛局等情報公開室（以下単に「情報公開室」という。）

は、開示請求者に対し文書の特定に必要な情報の提供に努めるとともに、電子計算機

による行政文書ファイル管理簿を活用して文書の所在確認及び特定に資する事項をで

きるだけ記載するよう促した上で、開示請求書を受け付けるよう努めることとする。

２ 関係部局は、文書の特定に資するため、所要の協力を行うものとする。

第６ 開示請求受付後の事務の開始

情報公開室は、開示請求された行政文書について、官房各局、機関等及び地方防衛

局等の各部等に受け付けた開示請求書（他の情報公開室が受け付けた開示請求書を含

む。）の写し（開示請求者の氏名、住所その他の個人情報を除く。以下同じ。）を交

付し、所要の照会等を行うものとする。当該開示請求書の写しの交付を受けた官房各

局、機関等及び地方防衛局等の各部等は、当該開示請求事案について、該当する可能

性のある文書を探す等の事務を開始するものとする。

第７ 開示請求の補正等

開示請求書に記載されている内容から適切と認められる場合には、情報公開室は、

開示請求者に対し、補正依頼を実施するものとする。

第８ 行政文書の特定

１ 官房各局、機関等及び地方防衛局等の各部等は、開示請求（補正を受けたものを含

む。次項において同じ。）に合致すると考えられる行政文書を確認した場合には、情

報公開室にその旨を通知するものとする。

２ 情報公開室は、行政文書の特定に当たっては、前項の行政文書を適切に現認し、開

示請求に合致することを確認するものとする。

３ 文書管理者は、開示請求に合致すると考えられる行政文書を確認できなかった場合

は、官房各局の長、機関等情報公開責任者及び地方防衛局長等に速やかに報告するも

のとする。



４ 前項の報告があった場合、官房各局の長、機関等情報公開責任者及び地方防衛局長

等は、文書管理者に、探索範囲の拡大等再度入念に探索させ、行政文書の特定に係る

判断が正確であることを確保するものとする。

第９ 事務の指定

１ 情報公開室は、開示請求事案について、開示等決定に関する事務を行う官房各局、

統合幕僚監部参事官（以下「統幕参事官」という。）、機関等及び地方防衛局等の各

部等を指定するものとする（指定を受けた官房各局の長、統幕総括官（統幕参事官が

指定された場合）又は地方防衛局等の各部等の長が開示責任者である。）。

２ 前項に基づき指定された官房各局又は地方防衛局等の各部等は開示担当課室を、機

関等は機関等開示担当課室をそれぞれ指定し、情報公開室に連絡するものとする。

第１０ 文書の特定後の事務

１ 行政文書の特定後、第９第１項の官房各局、機関等及び地方防衛局等の各部等は速

やかにその複製を情報公開室に提出するものとし、機関等はあわせて開示担当課室に

適切な方法で複製を提出するものとする。

２ 前項の場合において、行政文書が大量であり、情報公開室が全ての提出を要しない

と認める場合は、当該文書の一部の提出で足りる。なお、開示担当課室への提出の場

合も同様とする。

３ 第１項の規定にかかわらず、行政文書が秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省

訓令第３６号）その他秘密の保護に関する定めにおいて、秘密に該当する文書（以下

「秘密文書」という。）であり、開示担当課室が明らかである場合には、機関等は、

当該課室のみに複製を提出するものとする。なお、大臣官房文書課において集中して

保管することとされている文書については、同課において適切に保管するものとする。

４ 前項の複製については、その作成が容易ではなく、官房各局、機関等及び地方防衛

局等の各部等のいずれの業務にも支障を生じさせずに提出することが可能な場合に

は、原本で代えることができる。

第１１ 秘密文書の取扱い

１ 特定された文書が秘密文書の場合には、開示担当課室は、情報公開室に複製を適切

に貸し出し、又は閲覧させるものとする。

２ 開示請求事案に係る業務を行う情報公開室及び機関等情報公開課室の業務に従事す

る必要最小限の職員及び職務上の上級者は、秘密保全に関する訓令第２条第３項第４

号に規定する当然協議又は合議を受けるべき者、特定秘密の保護に関する法律（平成

２５年法律第１０８号）第３条第１項の規定に基づき特定秘密として指定された情報

を公益上の必要により取り扱う者及び特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年

防衛省訓令第３８号）第２条第３項第４号に規定する当然協議又は合議を受けるべき



者であり、当該秘密文書を取り扱うことができる。

第１２ 移送

１ 機関等において、特定された開示請求に係る行政文書が訓令第１３条の規定に照ら

し、移送が必要になり得ると考えられるときは、速やかにその旨を開示担当課室に連

絡するものとする。

２ 開示担当課室は、移送の協議が必要であると認める場合には、情報公開室に移送の

協議の実施を求めるものとする。

３ 情報公開室は、移送の協議が必要であると認める場合には、協議すべき行政機関又

は独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律（平成１３年法

律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の情報

公開担当部局と協議を開始するものとする。

４ 前項の協議が開始され、協議先の行政機関又は独立行政法人等における担当部局が

確定された後は、開示担当課室が当該協議を引き継ぐものとする。ただし、当該協議

を開示担当課室に代わって他の部局が行うことが適切であると認められるときは、当

該部局が協議を行うものとする。

５ 前項の場合において、協議を行う者は、情報公開室、機関等情報公開課室その他関

係部局に必要な協力を求めることができる。

６ 協議が成立した場合には、開示担当課室は、移送の決定について起案を行い、防衛

省情報公開管理者の合議を経て（特定された行政文書が地方防衛局長等の所掌に係る

ものである場合を除く。第１４第２項及び第５項、第１６第１項、第１７第１項並び

に第１８第１項において同じ。）、決裁権者の決裁を得、当該決定の写しを情報公開

室に提出するものとする。

７ 情報公開室は、当該写しに基づき、訓令第１３条第３項に規定する書式の通知書に

係る起案を行い、決裁権者の決裁を得、開示請求者に対して送付するとともに、移送

先の行政機関又は独立行政法人等に対しては通知書に開示請求書及び移送前に行った

行為の概要記録を付して送付するものとする。

第１３ 移送の受付

１ 移送の協議がなされた場合には、第９の規定に準じて、所掌事務に応じて開示等決

定に関する事務を行う官房各局、機関等又は地方防衛局等の各部等を指定する。

２ 開示担当課室が指定された後は、移送にかかる協議は、当該開示担当課室が引き継

ぐものとする。第１２第４項ただし書及び第５項の規定はこの場合に準用する。

第１４ 第三者意見聴取

１ 機関等は、特定された開示請求に係る行政文書が法第１３条の規定に照らし、第三

者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると認める場合には、速やかにそ



の旨を開示担当課室に連絡するものとする。

２ 開示担当課室は、第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると認め

る場合には、訓令第１５条第１項に規定する書式の通知書を起案し、防衛省情報公開

管理者の合議を経て、決裁権者の決裁を得るものとする。

３ 開示担当課室は、前項の通知書を情報公開室に提出し、情報公開室は、当該通知書

を第三者に送付するものとする。

４ 情報公開室が提出期限内に、第三者より提出された意見書を受領したときには、速

やかに受領した旨の通知を当該第三者に行うとともに、開示担当課室及び関係する機

関等情報公開課室に通知しなければならない。

５ 前項の開示担当課室は、訓令第１５条第３項に規定する書式の通知書を起案し、防

衛省情報公開管理者の合議を経て、決裁権者の決裁を得るものとする。

６ 開示担当課室は、前項の通知書を第１９第１項の規定に基づく提出にあわせて情報

公開室に提出し、情報公開室は、提出を受けた当該通知書を当該第三者に送付するも

のとする。

７ 情報公開室は、第５項の通知書を作成するための所要の情報を開示担当課室に提供

するものとする。

第１５ 上申

１ 上申は、訓令第２０条又は第２１条に規定する書式の通知書に盛り込むべき内容の

案のほか、次に掲げる書類を付して行うものとする。

(1) 不開示情報が記録されている部分に明認を施した開示請求に係る行政文書の写し

（全部開示の場合にあっては開示請求に係る行政文書の写し）

(2) 第８第４項による行政文書の探索にもかかわらず開示請求に合致すると考えられ

る行政文書が存在しないとの判断に至った場合は、防衛省情報公開管理者の定める

ところにより文書管理者が作成した、行政文書の探索結果に係る通知

(3) その他必要な資料

２ 開示請求を受けた行政文書が秘密文書である場合には、前項第１号に規定する行政

文書の写しに代えて、開示請求に係る行政文書について不開示情報が記録されている

部分を区分して除いた文書を付するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを

答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合には、第１項第１号に規定する写

し及び第２項に規定する文書を付することを要しない。

第１６ 開示決定等

１ 全部若しくは一部を開示し、又は全部を開示しない旨の決定は、開示担当課室が起

案し、防衛省情報公開管理者の合議を適切に経て、決裁権者の決裁を得るものとする。

２ 前項の決定を適切に行うため、開示担当課室及び機関等開示担当課室は緊密に連絡



を取り合うものとする。

第１７ 開示決定等期限の延長

１ 開示担当課室は、法第１０条第２項に規定する開示決定等の期限の延長を行うとき

は、期限の延長の決定について起案し、防衛省情報公開管理者の合議を経て、決裁権

者の決裁を得、当該決定の写しを情報公開室に提出するものとする。

２ 情報公開室は、当該写しに基づき、訓令第１８条に規定する書式の通知書を起案し、

決裁権者の決裁を得、開示請求者に送付するものとする。

第１８ 開示決定等期限の特例

１ 開示担当課室は、法第１１条に規定する開示決定等の期限の特例を適用するときは、

期限の特例の決定について起案し、防衛省情報公開管理者の合議を経て、決裁権者の

決裁を得、当該決定の写しを情報公開室に提出するものとする。

２ 情報公開室は、当該写しに基づき、訓令第１９条に規定する書式の通知書を起案し、

決裁権者の決裁を得、開示請求者に送付するものとする。

第１９ 開示決定通知等

１ 開示請求された行政文書の全部若しくは一部を開示し、又は全部を開示しない旨の

決定の決裁が得られたときは、開示担当課室は、情報公開室に当該決定の内容を通知

するとともに、当該決定の写しを情報公開室に提出するものとする。

２ 情報公開室は、当該写しに基づき、訓令第２０条又は第２１条に規定する書式の通

知書を起案し、決裁権者の決裁を得、開示請求者に送付するものとする。

第２０ 不開示決定

１ 行政文書の全部を開示しない旨の決定を行うに当たっては、それが、不開示情報が

記録されている場合であって法第６条の部分開示にならない場合、法第８条の規定に

より行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべき場合、開示請求に係る

行政文書が存在しない場合、開示請求に形式上の不備がある場合等の要件に合致して

いることを慎重に確認するものとする。

２ 官房各局の開示担当課室、第９第１項に基づき指定された統幕参事官及び防衛省情

報公開室は、開示請求の対象となる行政文書が廃棄により存在しないとの判断に疑義

がある場合には、当該判断に関係する部局に再度確認を行わせるものとする。再度の

確認にもかかわらず、疑義が解消されないときは、大臣官房文書課にその旨を協議す

るものとし、その結果を踏まえ、適切な開示等決定に努めるものとする。

３ 地方防衛局等の開示担当課室及び地方防衛局等情報公開室は、開示請求の対象とな

る行政文書が廃棄により存在しないとの判断に疑義がある場合には、当該判断に関係

する部局に再度確認を行わせるものとする。再度の確認にもかかわらず、疑義が解消



されないときは、地方防衛局総務部総務課にその旨を協議するものとし、その結果を

踏まえ、適切な開示等決定に努めるものとする。

第２１ 開示情報等の記録作成

１ 訓令第２２条第１項に規定する記録等は、不開示とされた情報及び開示された情報

並びに開示請求、照会、補正、第三者意見聴取、移送、上申、開示決定その他開示決

定通知までに行った請求者側の行為並びに官房各局、機関等及び地方防衛局等の各部

等の事務に係る概要とする。

２ 訓令第２２条第１項に規定する記録等及び同条第２項に規定する写しは、第１９第

１項の規定に基づく通知書の提出後、速やかに情報公開室に提出するものとする。

３ 訓令第２２条第２項の行政文書には、不開示情報が記録されている部分に明認を施

しておくものとする。

４ 訓令第２２条第１項に規定する記録等及び同条第２項ただし書に規定する文書等

は、開示請求された文書が秘密文書である場合には、当該文書における不開示部分の

内容を含まないものとする。

５ 訓令第２２条第１項に規定する記録等及び開示請求にかかる行政文書の写しは、開

示担当課室においても保管するものとする。ただし、当該行政文書が膨大である場合

にその内容に係る文書等を作成したときは、開示担当課室は当該文書等を保存すれば

足りる。

第２２ 開示の実施

１ 情報公開室は、訓令第２３条若しくは第２４条の申出の書類又は開示の実施方法等

を示す書類を受け取った場合には、当該書類の写し（開示請求者の氏名、住所その他

の個人情報を除く。）を開示請求に係る事務を行った開示担当課室及び機関等情報公

開室に交付し、開示の実施に係る準備を開始させるものとする。

２ 訓令第１７条の規定により決定を求めた官房各局、統幕参事官若しくは地方防衛局

等の各部等又は訓令第１６条の規定により上申を行った機関等は、開示の対象となる

行政文書を情報公開室に交付するものとする。

３ 他の情報公開室において開示を実施する場合には、前項の規定により開示の対象と

なる行政文書の交付を受けた情報公開室から当該開示を実施する他の情報公開室に、

当該開示の対象となる行政文書を送付するものとする。

第２３ 専決

防衛大臣の決裁並びに専決及び代決に関する訓令（昭和３５年防衛庁訓令第５号）

別表第２（３）に規定する「開示手数料の減額又は免除」は、政令第１４条第１項の

規定に基づく手数料の減免は開示責任者の専決事項であり、同条第４項の規定に基づ

くものは防衛省情報公開管理者の専決事項であるとの趣旨である。



第２４ 職員の意識の向上

訓令第２７条の２に規定する職員の意識の向上については、情報公開業務を遂行す

る全職員に対し、関係法令、規則類の徹底並びに開示請求の対象となる行政文書の探

索及び特定作業の重要性を深く認識させるため、次の各号に掲げる措置を採るものと

する。

(1) 各種の研修において、情報公開業務に係る科目を必須教育項目として盛り込む。

(2) 管理職員、実務担当者、新規採用者等各階層に応じた情報公開業務への意識かん

養、関係職員としての関与の在り方についての教育を実施する。

(3) 機関等及び地方防衛局等は、各々の機関等及び地方防衛局等において発生した過

去の事案を踏まえ、その実情に応じた職員教育を年度四半期ごとに計画し、実施し

た教育内容の報告を防衛省情報公開室に対して行う。防衛省情報公開室は、当該報

告を分析し、じ後の各々の機関等及び地方防衛局等が実施する教育内容に反映する

ための指導事項及び関連情報の提供を行う。

第２５ 委任

この通達の実施に関する細部の事項は、大臣官房長から通知させる。


